
 

令和７年２月 18 日 

犯罪被害にあわれた方が来られたときのために 
 
（１） 犯罪被害者等に関する理解の増進  
 
 〇 啓発用動画等の視聴や犯罪被害者等支援に関する講演会・研修等への参加 
 
 

【犯罪被害者等に関する啓発教材】（啓発動画等） 
https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/kouhyou/kyouzai_top.html 

 
 
 

【みんなに知ってもらいたい、犯罪被害者のこと】（Ｑ＆Ａ等） 
https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/keisatsu/rikai_higaisha.html 

 
 
 

【犯罪被害者等施策講演会】（犯罪被害者等による講演録） 
https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/kensyu/sesaku_kouen.html 

 
 
 
（２） 多機関ワンストップサービスへの協力 
 
 〇 都道府県単位の犯罪被害者等支援の枠組みとして、関係機関・団体が一体

となって犯罪被害者等のニーズに基づく支援を提供する多機関ワンストッ
プサービスが構築されていくことについての認知 

 
〇 困り事を抱える犯罪被害者等を把握した際は、内容に応じ、犯罪被害者等

支援コーディネーターや各地方公共団体に設置された犯罪被害者等のため
の「総合的対応窓口」等の関係機関・団体へ情報提供・橋渡しすること 

  
○ 多機関ワンストップサービスによる個々の犯罪被害者等の支援検討に必

要に応じて参画すること 
 
 

【地方における途切れない支援の提供体制の強化に関する有識者検討会取りまとめ】 
（概要・全文掲載ページ） 

https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/meeting/local_kyouka/index.html 
 
 
 

【地方公共団体における「総合的対応窓口」一覧】 
https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/local/madoguchi_list.html 

 
 
 

【犯罪被害者等支援におけるワンストップサービス体制構築・運用の手引き】 
https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/manual/oss-tebiki.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


